
   国外へ転出した者の印鑑証明書に代える書面について 

 

１．在外日本国大使館、領事館が証明した署名（及び拇印を押捺）証明または印鑑証明を添付 
現住所の記載がない場合、備考欄に記載してもらってください。 

２．外国へ転出するまで及び転出した住所地の市区町村の住民票の除票 
転出国の記載が必要です。 

 
３．これらの領事館等で受けられた署名（及び拇印を押捺）証明または印鑑証明をもとに、委任状、

譲渡証明書等を作成 

譲渡証明書や委任状等は領事館等で直接署名が必要です。 
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